
   津市消防本部予防技術資格者に関する要領 

 

平成１８年５月１日  

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、消防力の整備指針（平成１２年消防庁告示第１号）第３

４条第３項の規定に基づき、「予防技術資格者の資格を定める件」（平成１

７年消防庁告示第１３号）及び「予防技術資格者の資格を定める件の運用に

ついて」（平成１７年消防予第３１１号）に定める予防技術資格者の資格、

認定及び配置等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （予防技術資格者の資格） 

第２条 火災の予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長

官が定める資格を有する予防技術資格者は、次の各号に定めるものとする。 

  次条第１号に規定する資格を有するものであって、消防庁長官が指定す

る試験（以下「予防技術検定」という。）に合格したもののうち、火災の

予防に関する業務（以下「予防業務」という。）に通算して２年以上従事

した経験を有する消防職員 

  次条第２号から第４号までに規定する資格を有する者であって、予防技

術検定に合格したもののうち、予防業務に通算して４年以上従事した経験

を有する消防職員 

 （予防技術検定の受検資格） 

第３条 予防技術検定を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。 

  別表第１及び別表第２に定める講習並びに別表第３から別表第５までの

いずれかに定める講習の課程を修了した者 

  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学、高等専門学校又は

大学院において理工系又は法学系の学科又は課程を修めて卒業した者 

  学校教育法による大学、高等専門学校又は大学院において機械、電気、

工業化学、土木、建築又は法律に関する授業科目を履修して、大学にあっ

ては大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）、高等専門学校にあっ

ては高等専門学校設置基準（昭和３６年文部省令第２３号）及び大学院に

あっては大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）による単位を通

算して２０単位以上修得した者 

  予防業務に１年以上従事した経験を有する消防職員 



（講習の課程） 

第４条 前条第１号に規定する別表第１から別表第５に定める講習の課程につ

いては、消防学校における「消防学校の教育訓練の基準」（平成１５年消防

庁告示第３号）の規定に基づく「初任教育」、「予防査察科」及び「危険物

科」の課程に加え、別表に定める講習時間に満たない教科目について別途に

講習等により履修して補うことで足りるものとする。 

（受検資格の証明） 

第５条 予防技術検定を受検しようとする者は、予防技術検定を受検する際に、

受検資格を証明する書類を次により予防技術検定の実施に関する事務を行う

者として消防庁長官の指定を受けた者に提出するものとする。 

  第３条第１号に規定する者は、消防長が講習の課程の修了を証明する書

類（第１号様式） 

  第３条第２号又は第３号に規定する者は、当該学校長等が発行する卒業

証明書又は履修を証明する書類 

  第３条第４号に規定する者は、１年以上の予防業務に従事した実績につ

いて消防長が証明する書類（第２号様式） 

 （予防技術資格者の認定及び区分） 

第６条 消防長は、第２条各号及び附則第２各号に規定する要件を満たすもの

に対して、次に定める区分に従い、予防技術者資格認定証（第３号様式）を

交付するとともに、予防技術資格者名簿（第４号様式）を作成し、必要事項

を記録するものとする。 

  防火査察専門員（立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関す

る業務を担当するものをいう。）  

ア 予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した消防職員 

イ 附則第２各号に規定する消防職員で、次条各号に規定する指定予防業

務（以下「指定予防業務」という。）のうち防火管理、防火査察又は違

反処理に関する業務に従事した経験を有する者（平成２３年３月３１日

までに、消防長に認定された者に限る。） 

  消防用設備等専門員（消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する

者をいう。） 

ア 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員 

イ 附則第２各号に規定する消防職員で、指定予防業務のうち消防同意又

は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する者（平成２３年３



月３１日までに、消防長に認定された者に限る。） 

  危険物専門員（危険物に関する業務を担当する者をいう。） 

ア 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員 

イ 附則第２各号に規定する消防職員で、指定予防業務のうち危険物に関

する業務に従事した経験を有する者（平成２３年３月３１日までに、消

防長に認定された者に限る。） 

 （指定予防業務） 

第７条 指定予防業務は、それぞれ次に定めるところによるものとする。 

  防火管理  防火対象物の管理について権限を有するものに対し、次に

掲げる次項の指導及びこれらに関する業務をいう。 

ア 消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第８条第

１項及び法第８条の２第１項の規定に基づく消防計画の作成その他防火

管理上必要な業務 

イ 法第８条第２項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任の届出 

ウ 法第８条の２第２項の規定に基づく共同防火管理の協議すべき事項の

届出 

エ 法第８条の２の２第１項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告 

オ 法第８条の２の３第１項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の

特例の認定 

カ 法第８条の２の４第の規定に基づく避難施設の管理 

  防火査察  法第４条の規定に基づき、資料提出命令、報告徴収及び立

入検査により消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、不

備欠陥事項の有無を判断し、その是正の 

指導を行う業務をいう。 

  違反処理  第２号の立入検査の結果により、不備欠陥事項の有無、火

災発生危険性等から必要と認めるときに、次に掲げる規定に基づき指導又

は措置命令等の行政処分及びこれらに係る手続きを行う業務をいう。また、

次に掲げるもののほか、第６号に規定する危険物に関する業務に係る手続

きを含むものとする。 

 ア 法第３条、法第５条、法第５条の２及び法第５条の３ 

 イ 法第８条第３項、同条第４項、法第８条の２第３項及び同条第４項 

 ウ 法第８条の２の２第４項 

 エ 法第１７条の４ 



  消防同意  法第７条第１項の規定に基づき同意を求められた建築物の

計画について、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の

防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。 

  消防用設備等  法第１７条第１項に規定する消防用設備等又は同条第

３項に規定する特殊消防用設備等が法第１７条第１項の規定に基づく政令

若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の規定に基づく条例で定める技

術上の基準又は法第１７条第３項に規定する設備等設置維持計画に適合し

ているかどうかの判断及び法第１７条の３の２に基づく検査並びにこれら

に関する業務をいう。 

  危険物  法第９条の４に規定する少量危険物、法第１０条から第１６

条の９までの規定に基づく危険物の貯蔵又は取扱い並びに危険物施設の位

置、構造又は設備の状況が技術上の基準に従っているかの検査並びに技術

上の基準に従うよう行う指導及び命令を行う業務をいう。 

 （配置の基準） 

第８条 予防技術資格者の配置は、「消防力の整備指針」第３４条第３項の規

定に基づき、消防本部及び消防署において、火災の予防を所掌事務する担当

又は担当に相当する組織に、第６条に規定する区分に応じて一人以上配置す

るよう努めるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

第１ この要領は、平成１８年５月１日から施行する。 

  なお、予防技術検定に関する手続きその他の行為は、施行前においても行

うことができるものとする。 

（経過措置） 

第２ 平成２３年３月３１日までに次に該当した者は、予防技術資格者とみな

すことができるものとする。 

  予防業務に通算して５年以上従事し、かつ、指定予防業務（防火管理・

防火査察・違反処理・消防同意・消防用設備等・危険物に関する業務。以

下同じ。）に１年以上従事した経験を有する消防職員 

  消防大学校において火災の予防に関する教育訓練の課程を修了し、かつ、

指定予防業務に１年以上従事した経験を有する消防職員 

第３ 第２条各号及び附則第２各号の規定により予防技術資格者の資格を得た

ものは、予防業務に従事しないこととなった時においても、その資格を失す



ることはなく、また、附則第２各号の規定により予防技術資格者とみなされ

る者は、平成２３年３月３１日以降においても、その資格を失することはな

いものである。 

 

 



別表第１ 

基礎課程（１）（必須） 

教   科   目 時   間   表 

予防広報 ２０時間 

危険物 ８時間 

消防用設備 １２時間 

査察 ２４時間 

建築 １０時間 

火災調査 １５時間 

別表第２ 

   基礎課程（２）（必須） 

教   科   目 時   間   表 

違反処理 ８時間 

別表第３ 

   防火査察課程 

教   科   目 時   間   表 

査察 １１時間 

違反処理 １４時間 

査察実習 ７時間 

事例研究 ６時間 

効果測定等 ５時間 

別表第４ 

消防用設備等課程 

教   科   目 時   間   表 

消防同意 ６時間 

設備規制事務 ２６時間 

事例研究 ６時間 

効果測定等 ５時間 

別表第５ 

  危険物保安課程 

教   科   目 時   間   表 

危険物化学 ５時間 

危険物規制 ２１時間 

事例研究 ４時間 

効果測定等 ５時間 

危険性評価・設備等の性能評価 ８時間 

 

 



第１号様式 

修 了 証 明 書 

氏    名  生 年 月 日     年  月  日 

講 習 名 称      講  習 

講 習 期 間 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

（     時間） 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

証明年月日       平成  年  月  日 

 

消防本部名       津市消防本部  印 

  

  証 明 者       役  職  津市消防本部消防長 

              氏  名             印 

              電  話  059-254-0354 

                            Ｆ Ａ Ｘ  059-256-7755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式 

実 務 経 験 証 明 書 

氏  名  生年月日     年  月  日 

職務内容 立入検査・防火管理・危険物規制事務等 

実務経験 

期  間 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

（  年  月） 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

証明年月日       平成  年  月  日 

 

消防本部名       津市消防本部  印 

 

証 明 者       役  職  津市消防本部消防長 

                        氏  名             印 

              電  話  059-254-0353 

                            Ｆ Ａ Ｘ    059-256-7755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式 

 

 

予防技術資格者認定証 

 

          階 級 ○○○○ 

             氏 名 ○ ○ ○ ○ 

  

 消防力の整備指針第三十四条第三項の規定に基づき、予防技

術資格者の資格を定める件（平成十七年消防庁告示第十三号）

に基づき予防技術資格者〔     専門員〕として認定する。 

 

 

 

平成○○年○○月○○日 

  

津市消防本部 

消防長        印 

 



第４号様式 

予防技術資格者名簿 

整理 

番号 
階  級 氏     名 資 格 要 件 区   分 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 資格要件は、第２条各号及び附則第２各号に規定する予防技術資格者の資格の要件を記載す 

ること。 

※ 区分は、第６条各号に規定する専門員の区分を記載すること。 

 



参 考 

予防技術資格者の資格 

（従事経験）          （検定受検資格） 

  

予
防
技
術
資
格
者

（第
２
条
） 

予
防
技
術
資
格
者 

（附
則
第
２
） 

指定予防業務に 

１年以上の従事経験 

指定予防業務に 

１年以上の従事経験 

予防業務に通算して５年以上の従事経験 

消防大学校において火災の予防に関する 

教育訓練の課程を修了 

予防業務に通算して 

２年以上の従事経験 

予防業務に通算して 

４年以上の従事経験 

予防業務に通算して 

４年以上の従事経験 

予防業務に通算して 

４年以上の従事経験 

(受検資格１年を含む) 

予防技術検定合格 

予防技術検定合格 

第２条第２号に規定する

大学等において理工系等

の課程を修めて卒業 

第２条第１号に規定す

る講習の課程を修了 

予防技術検定合格 

第２条第３号に規定する

大学等において機械等の

課程を修めて卒業 

予防技術検定合格 
予防業務に１年以上の

従事経験 

注）上記従事経験については、受検の前後を問わない 

平成２３年３月３１日までの間に、以下に該当した場合 


